
、y-フ

ハ
六
》
そ
の
後
の
神
輿
動
座

I
白
山
跡
興
の
動
座
若
し

〈
は
制
鋒
遜
裂
の
こ
と
は
、
そ
の
後
と
い
へ
ど
も
底

見
え
る
。
後
据
初
夫
議
嘉
穂
二
年
、
胞
団
光
成
入
道

の
=
一
男
大
夫
法
橋
成
舜
を
以
て
、
本
宮
御
供
田
の
地

頭
に
補
せ
ら
れ
た
。
是
に
於
い
て
本
宮
の
祉
官
等

は
、
此
の
地
が
寄
港
せ
ら
れ
て
よ
り
丸
十
年
許
、
常

に
枇
家
に
回
し
、
未
だ
曾
て
枇
備
の
領
と
な
っ
た
こ

と
の
な
い
腕
以
を
延
暦
寺
に
訴
へ
た
が
、
そ
の
裁
許

を
得
る
こ
と
能
は
な
か
っ
た
。
因
り
て
九
用
七
回
世

官
等
は
白
山
の
跡
奥
を
頂
戴
し
、
滋
み
て
越
前
の
教

賀
に
入
っ
た
。
こ
れ
は
台
嶺
に
迫
っ
て
そ
の
訴
窓
を

貫
徹
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
坊
官
等
大
に
鷲
き
遁

踊
し
て
之
に
及
び
、
宮
丸
保
を
祉
家
に
交
付
せ
ん
こ

と
を
約
し
て
島
建
せ
し
め
、
十
周
廿
六
日
蹄
奥
本
宮

に
入
り
、
理
不
織
に
締
奥
を
髭
り
奉
っ
た
故
を
以
て

宮
保
の
跡
主
氏
蛾
は
震
に
謡
を
得
て
閥
包
せ
ら
れ

た
。
叉
四
僚
天
皇
天
額
二
年
、
富
積
保
の
穏
健
竪
者
、

放
な
〈
し
て
本
宮
の
静
穏
田
を
波
倒
し
た
。
衆
徒
等

乃
ち
之
を
山
門
に
訴
へ
、
次
い
で
か
の
田
の
作
毛
を

牧
納
す
べ
き
下
知
を
得
た
の
で
、
屡
使
を
謹
は
し
て

之
を
迫
っ
た
が
、
部
提
竪
者
怒
り
て
瀞
鋒
を
毅
領
し
、

使
者
を
殴
打
傷
害
し
た
。
是
に
於
い
て
衆
徒
は
八
周

廿
九
日
彼
の
政
所
を
襲
撃
し
.
先
の
加
害
者
八
人
を

舗
へ
て
蹴
っ
た
。
叉
募
戚
元
年
十
一
月
閥
司
卒
経
高

給
う
た
が
、
質
際
に
神
典
入
絡
の
事
は
な
か
っ
た
。

図
っ
て
十
玄
日
内
裂
に
還
御
し
絵
ひ
、
十
六
日
院
宣

を
復
天
台
座
主
に
下
し
て
闘
司
を
罰
す
べ
き
こ
と
を

約
せ
ら
れ
、
二
十
日
師
高
を
尾
張
闘
に
流
さ
れ
た
。

こ
の
年
藤
原
成
親
等
の
鹿
ヶ
谷
に
曾
し
て
平
氏
の
密

誠
を
謀
る
や
、
西
光
亦
之
に
奥
っ
た
か
ら
、
西
光
も

尾
張
に
在
っ
た
師
高
も
共
に
株
せ
ら
れ
た
。
平
家
物

語
に
よ
れ
ば
、
師
経
も
亦
同
時
に
例
ね
ら
れ
た
と
あ

る。

回
二
一

は
、
白
山
選
管
の
料
米
と
し
て
、
一
凶
平
均
に
段
則
一
じ
、
更
に
七
祉
の
来
援
を
求
め
る
震
、
六
日
際
放
を
一
ハ
二
〉
用
紙
!
本
書
四
十
六
諜
の
用
紙
は
、
凡
ぺ
て
白

蕊
升
を
課
し
た
の
で
、
諸
庄
闘
は
皆
鑓
〈
之
に
従
つ
一
本
宮
及
び
金
創
宮
に
迭
っ
た
が
、
雨
宮
は
こ
れ
に
臨
一
山
寺
撞
隊
部
廻
賦
の
袈
返
し
に
し
た
も
の
で
、
本
書

た
が
、
た
ど
大
野
庄
の
地
頭
代
生
西
・
同
代
官
行
商
・
一
じ
な
か
っ
た
o
後
村
上
天
皇
E
平
七
年
四
周
回
目
、
一
の
世
に
貴
章
せ
ら
れ
る
一
理
由
も
こ
L
に
存
す
る
。

預
所
支
基
・
公
文
成
問
等
は
之
を
峻
拒
し
た
。
是
を
一
是
よ
り
先
石
川
湖
上
林
の
地
顕
大
桑
澗
門
玄
猷
、
本
一
今
此
等
廻
朕
の
日
附
を
見
る
に
康
永
三
年
・
四
年
、

以
て
そ
の
罪
を
閥
は
ん
が
震
、
翌
二
年
三
周
二
日
一
宮
祭
躍
の
供
物
を
上
ら
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
日
祭
一
貞
和
三
年
・
四
年
・
五
年
、
糊
路
三
年
、
文
和
元
年
・

白
山
三
祉
の
跡
輿
は
滋
震
し
、
大
野
庄
な
る
佐
那
武
一
種
の
終
っ
た
後
跡
人
等
制
鉾
を
捧
げ
て
地
頭
の
館
に
一
二
年
・
三
年
の
聞
に
亙
り
、
唯
一
紙
の
み
宮
方
の
年

の
紳
輿
も
之
に
随
従
し
た
。
衆
徒
等
そ
の
地
に
至
つ
一
援
入
れ
た
。
玄
猷
の
徒
乃
ち
防
い
で
紳
人
を
殴
打
殺
一
蹴
た
る
正
平
七
年
間
二
月
廿
四
日
と
記
し
た
も
の
が

て
、
本
宮
及
び
金
剣
宮
の
前
輿
を
成
閣
の
政
腕
に
据
一
倍
し
た
の
で
、
衆
徒
は
そ
れ
を
聞
い
て
憤
怒
し
、
本
一
あ
る
。
案
ず
る
に
、

E
平
六
年
七
周
以
降
足
利
倉
氏

ゑ
‘
岩
本
の
跡
輿
を
行
西
の
家
に
安
置
し
、
悉
〈
彼
一
宮
・
三
宮
・
八
幡
三
祉
の
瀞
奥
を
頂
戴
し
、
軍
兵
を
率
一
は
弟
富
義
と
隙
あ
り
、
十
一
周
伴
っ
て
降
を
後
村
上

の
輩
を
逐
う
た
が
、
巴
に
し
て
そ
の
徒
の
向
庄
内
に
一
ゐ
て
上
林
に
入
り
、
火
を
放
っ
て
之
を
攻
め
た
。
玄
猷
一
天
泉
に
務
ひ
、
四
月
九
日
初
め
て
そ
の
教
書
に
正
平

潜
廃
す
る
も
の
が
あ
る
と
聞
き
、
三
用
十
九
日
諸
祉
一
の
徒
衆
寡
撤
す
る
能
は
ず
、
制
威
亦
犯
す
べ
か
ら
ざ
一
の
年
践
を
用
ひ
た
が
、
翌
七
年
ま
た
寂
し
、
入
居
十

の
紳
鉾
を
渡
し
て
、
そ
の
宿
所
や
・
切
蹄
号
た
。
叉
後
一
る
を
以
て
、
敢
へ
て
出
で
-
L

職
は
う
と
す
る
者
な
か
一
七
日
に
後
光
餓
院
を
擁
立
し
て
、
九
用
品
u
七
日
よ
り

深
草
天
皇
建
長
六
年
衆
徒
等
、
閥
司
源
遜
成
に
封
し
一
っ
た
か
ら
‘
衆
徒
等
本
宮
の
紳
輿
を
振
奨
て
L
蹄
山
一
文
和
の
践
を
用
ひ
た
o
今
之
を
挺
般
競
の
廻
献
に
よ

て
不
満
の
念
を
抱
き
、
正
月
八
日
本
宮
の
御
輿
を
謹
一
し
た
。
後
玄
猷
は
砲
弾
を
謝
し
、
前
人
そ
殺
傷
し
た
る
附
一
っ
て
見
る
に
、
正
平
六
年
は
武
家
方
に
於
い
て
観
麟

畿
せ
し
め
、
次
回
之
を
閥
街
に
振
入
れ
、
十
日
金
創
一
廷
の
地
入
町
を
制
し
て
之
を
祉
領
に
寄
港
し
た
。
図
一
二
年
及
び
正
平
六
年
で
あ
る
が
、
白
山
衆
徒
は
全
年

宮
の
神
輿
亦
渡
し
、
十
一
日
岩
本
の
神
輿
も
之
に
随
一
っ
て
紳
輿
は
七
日
本
宮
に
還
っ
た
が
、
前
入
社
借
堵
一
を
硯
邸
二
年
と
し
て
ゐ
る
。
叉
正
平
七
年
は
武
家
方

っ
た
が
、
そ
の
結
局
は
明
ら
か
で
な
い
。
叉
花
閑
天
一
そ
作
り
て
之
を
迎
へ
、
白
山
の
紳
成
今
筒
識
箆
た
る
一
で
九
用
サ
六
日
ま
で
が
E
平
七
年
、
翌
サ
七
日
よ
り

皇
延
慶
二
年
七
局
窓
勝
寺
牒
し
て
、
白
山
衆
徒
の
大
一
も
の
あ
る
を
語
紙
し
た
。
し
か
し
文
明
以
後
に
歪
つ
一
文
和
元
年
で
あ
る
が
、
白
山
衆
徒
は
正
用
を
観
邸
=
一

兵
を
蔀
ゐ
、
武
具
を
翻
へ
、
夜
を
日
に
織
い
で
上
裕
一
て
は
、
一
向
宗
門
徒
の
勢
力
増
長
に
つ
れ
、
も
は
や
一
年
と
し
、
二
周
の
廻
朕
は
存
し
な
い
か
ら
わ
か
ら
ぬ

せ
ん
こ
と
を
要
求
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
朝
廷
東
寺
一
白
山
衆
徒
の
活
闘
を
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
一
が
、
聞
こ
用
は

E
平
七
年
に
、
三
局
以
降
再
び
観
踏

の
故
借

E
往
信
に
本
鋸
大
師
の
践
を
授
け
ら
れ
た
の
一
シ
ラ
ヤ
マ
ノ

εヤ
シ
ョ
ウ
ゴ
ン
ヨ
ウ
ジ
ュ
ウ
キ
ロ
一
三
年
と
し
、
十
一
周
文
和
と
改
め
て
ゐ
る
o
議
し
此

で
、
延
暦
寺
は
之
を
以
て
山
門
を
侮
辱
し
た
措
置
で
一
タ
白
山
宮
港
騒
講
中
記
録
〈
一
)
概
説
!
白
山
路
一
の
年
間
二
局
十
九
日
天
皇
和
を
容
れ
て
男
山
に
還
幸

あ
る
と
し
、
腿
日
吉
の
耐
奥
を
下
山
せ
し
め
て
格
申
一
時
前
駐
所
蔵
の
閥
貨
に
白
山
富
礎
餓
講
中
記
録
が
あ
一
し
給
ひ
、
長
成
一
時
北
陸
に
も
及
ん
だ
が
、
骨
三
日

を
騒
擾
せ
し
め
た
が
、
こ
L
に
至
っ
て
白
山
衆
徒
の
一
っ
て
、
大
正
玄
年
五
周
閥
貨
に
指
定
せ
ら
れ
て
ゐ
一
公
武
復
反
目
し
、
義
訟
は
同
日
よ
り
、
隼
民
は
三
用

協
力
を
得
ん
と
欲
し
た
の
で
あ
る
。
か
〈
て
山
門
は
一
る
。
醤
申
土
御
門
天
皇
承
元
三
年
よ
り
後
奈
良
天
皇
一
某
日
よ
り
、
萄
の
如
く
観
路
三
年
と
し
た
か
ら
、
白

そ
の
目
的
を
建
し
、
翌
年
十
一
周
往
信
の
大
師
脱
を
一
弘
治
二
年
に
東
る
聞
の
重
大
事
件
を
載
せ
て
あ
る
か
一
山
衆
徒
も
こ
の
大
勢
に
随
号
た
の
で
あ
ら
う
。
而
し

停
止
せ
ら
れ
た
が
、
白
山
の
蹄
興
が
入
浴
し
た
か
否
一
ら
、
此
の
期
間
に
於
け
る
白
山
本
宮
の
事
情
を
知
る
一
て
文
和
が
九
用
廿
七
日
に
初
っ
た
に
拘
ら
ず
、
白
山

か
は
、
之
を
記
録
に
徴
す
る
こ
と
を
得
ぬ
。
叉
後
醍
一
ー
に
必
要
関
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
金
珊
凡
ぺ
一
衆
徒
は
十
周
廿
四
日
も
筒
親
臨
三
年
と
し
、
十
一
周

醐
天
泉
元
亨
ご
年
石
川
郡
河
内
庄
の
地
頭
代
等
、
醤
一
て
四
十
六
灘
、
そ
の
申
墨
付
四
十
ご
灘
で
、
加
子
の
一
サ
四
日
の
文
書
に
文
和
を
冠
し
た
の
は
、
濁
申
央
の

読
に
背
い
て
別
宮
の
院
申
に
謀
役
を
命
じ
た
。
院
中
一
大
き
さ
竪
三

O
橿
三
・
横
二
四
極
八
去
を
測
る
。
題
一
事
情
が
僻
限
に
及
ぶ
こ
と
の
遅
か
っ
た
の
み
に
あ
ら

の
輩
そ
の
先
例
に
漣
ふ
を
以
て
之
に
従
は
ず
、
却
つ
一
し
て
白
山
富
斑
般
都
中
程
録
と
い
ふ
は
、
白
山
寺
挺
一
目
す
、
館
民
自
身
す
ら
、
十
周
・
十
一
周
の
文
穫
に
観

て
地
頭
代
を
府
懲
せ
ん
と
欲
し
、
軍
用
三
目
前
奥
を
一
飯
能
一
名
礎
餓
勘
皐
欝
所
国
の
衆
徒
が
執
筆
し
た
か
一
臆
三
年
と
書
い
た
例
が
あ
る
か
ら
、
世
情
の
混
沌
さ

頂

戴

し

て

、

之

を

申

宮

入

院

の

一

な

る

昌

隆

寺

に

奉

一

ら

で

あ

る

。

が

思

ひ

や

ら

れ

る

。


